
 
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、

次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。 

 
 

令
和
七
年
五
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 
 

一 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 
 
 

令
和
七
年
四
月
十
八
日 

二 

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番

 

号 

 
 
 
 

株
式
会
社
山
岡
組 

 
 

生
駒
郡
三
郷
町
立
野
北
一
ー
二
二
ー
二
七 

 
 

代
表
取
締
役 

山
岡
宏
都 

 
 
 
 

奈
良
県
知
事
許
可
（
般
・
特
ー
六
）
第
一
二
三
九
七
号 

三 

処
分
の
内
容 

 
 
 
 

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
命
令 

 
 

１ 

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲 

 
 
 
 
 
 

建
設
業
に
係
る
営
業
の
う
ち
、
公
共
工
事
に
係
る
も
の 

 
 

注 

「
公
共
工
事
」
と
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号

）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
き
ま
す
。
）
若
し
く
は
建
設
業
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人
が
発
注
者
で
あ

る
建
設
工
事
又
は
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
に
係
る
建
設
工
事

を
い
い
ま
す
。 

 
 

２ 

期
間 

 
 
 
 
 
 

令
和
七
年
五
月
十
日
か
ら
令
和
八
年
五
月
九
日
ま
で
の
一
年
間 

四 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

株
式
会
社
山
岡
組
の
元
代
表
取
締
役
が
、
代
表
取
締
役
と
し
て
の
在
任
中
に
参
加
し
た
三
郷
町
で

の
入
札
に
関
し
て
、
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る
入
札
等
の
公
正

を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
一
号
）
の
違
反
及
び
公
契
約
関

係
競
売
入
札
妨
害
（
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
六
第
一
項
）
に
よ
り
、

懲
役
一
年
六
月
（
執
行
猶
予
四
年
）
の
判
決
を
受
け
、
そ
の
刑
が
確
定
し
ま
し
た
。 



こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
し
ま
す
。 
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